様式第１号－１（第４条、第11条関係） 
とちぎ賃上げ環境整備促進補助金事業計画（完了報告）書　
	１　申請企業の規模等
	①資本金
又は
出資の総額
	
円
	②企業全体で常時使用する労働者の数（※1）
	　　　　　   
人 

	
	③本店
所在地
	

	２　株主等一覧表
	株主名又は出資者名
	所在地
	大企業
（※2）
	出資比率(%)
(合計100%)

	
	１
	
	
	
	

	
	２
	
	
	
	

	
	３
	
	
	
	

	
	４
	
	
	
	

	
	５
	
	
	
	

	
	６
	ほか　　人
	

	
	・出資比率の高い株主又は出資者の順に記載し、６番目以降は「ほか〇人」として記入してください。
・大企業（みなし大企業を含む）の場合は、『大企業』の欄に「〇」を記入してください。

	
	・確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないですか。
	□はい ※超える場合対象外となります。

	３　事業場の情報
	1 事業場の
名称
	

	
	②所在地
	〒

	
	③電話番号
	
	④常時使用する労働者の数
	
人

	
	⑤事業内容
	

	
	
	産業分類
	大分類
	
	中分類
	

	４　補助事業の概要

	(1) 賃金引上げ計画


	ア  事業場内最低賃金引上げ計画（実績）
（※3）

※④引上げ労働者の内訳が多い場合は、適宜行を追加するか、別紙（様式任意）に記載すること。


	①引上げ前の事業場内最低賃金

②賃金計算期間・支払日

③引上げ年月日　　令和　 　年　 　月　 　日






④引上げ労働者数　　　　　　　　人
【内訳】
	氏　名
	(A)引上げ前賃金
	(B)引上げ後賃金
	引上げ額（B-A）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





	イ　事業場内最低賃金規定を定めた就業規則等

※実施計画時には案を記載すること。
※就業規則の変更が完了している場合は就業規則の写しを提出すること。
	第○条　□□□・・・。





	[bookmark: _Hlk191041514](2) 事業実施計画（結果）

	必要性、内容及び実施方法
	実施時期
	費用見込（実績）額

	【実施計画時】
〘労働生産性〙
 ①現状の作業方法(問題点)、所要時間、1日（又は1月）あたりの作業件数
②設備投資など業務改善計画の内容
③計画の実施による生産性向上、労働者の労働能率の増進、業
　務改善の効果

※生産性向上、労働者の労働能率の増進にどの程度効果があるのかを具体的に記入してください。
〘労働環境改善〙
①現状の問題点
②設備投資など環境改善計画の内容
③計画の実施による環境改善の効果

【実施結果時】
〘労働生産性〙
①設備投資など実施した業務改善の内容
②計画の実施による生産性向上、労働能率の増進、業務改善の
　効果
※導入前と比べて、計画を実施したことによりどの程度効果があったかを数量等で具体的に記入してください。
〘労働環境改善〙
①設備投資など環境改善計画の内容
②計画の実施による環境改善の効果
※設備投資等を行う場合は導入（予定）場所の写真添付をお願い
します。
	
	

	事業費見込（実績）額合計
	円

	(3)　事業完了（予定）期日(※4)　　　 　　
	令和　年　　月　　日

	５　申請日の前日又は賃金引上げ日の早い方の日から起算して６か月前の日から申請日までの解雇等の状況（※5）

	

	６　補助事業に係る他の補助金の受給、申請の有無
	有 ・ 無

	
	有の場合、補助金の名称及び所管部署
	補助金名：
所管部署：

	７　消費税の取扱い
	・一般課税事業者　　・簡易課税事業者　　・免税事業者




	連絡
担当者
	部署名
	
	職・氏名
	

	
	電話番号
	
	メールアドレス
	


※1 常時使用する従業員の数には、事業主、法人の役員、臨時の従業員（日雇い、２か月以内の雇用、４か月以内の季節的業務の雇用）及び試用期間中の従業員は含みません。
[bookmark: _Hlk211614391][bookmark: _Hlk212651136]※2 大企業とは中小企業基本法に規定する中小企業事業者以外の者で補助対象事業者に該当しません。また、次の者は「みなし大企業」に該当するため、補助対象事業者に該当しません。
　 （ア）発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業事業者
（イ）発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業事業者 
（ウ）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業事業者 
（エ）発行済株式の総数又は出資金額の総額を上記（ア）～（ウ）に該当する中小企業事業者が所有している中小企業事業者
（オ）上記（ア）～（ウ）に該当する中小企業事業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業事業者
[bookmark: _Hlk212722337][bookmark: _Hlk212718079]なお、上記の他、確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合も補助対象事業者に該当しません。
※3 賃金引上げ（就業規則等の改正及び適用）は、令和７(2025)年10月１日以降であれば実施時期を問わない。ただし、引上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要がある。
※4 事業完了予定期日とは、①導入機器等の納品日、②助成対象経費の支払完了日、③賃金引上げ日のいずれか遅い日
※5 解雇等とは、解雇（天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇した場合は、その旨記載してください）のほかに、①その者の非違によることなく勧奨を受けて又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合②当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額の引き下げを行った場合③所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少（天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。）を内容とする労働契約の変更による、月当たりの賃金額の引き下げを行った場合
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